
魚沼地域振興局 消雪井戸整備業務委託仕様書 

 

１．目的 

  この仕様書は、消雪井戸が正常かつ良好な状態を保ち、設備の寿命を延ばすことを目

的とした消雪井戸整備の業務を示すものである。 

 

２．対象施設及び設備 

  対象施設：魚沼地域振興局（魚沼市大塚新田 91－４） 

  対象設備：消雪井戸（２号井戸）φ250mm×100ｍ（1977 年） 

              水中ポンプ     φ100mm×15.0kW（2019 年） 

       揚水管       φ100mm×2.75ｍ×23 本 

 

３．業務の内容 

消雪井戸整備 

  ①ポンプ引上・据付                 １式 

  ②井戸洗浄（ブラッシング、ベーリング、スワビング） １式 

  ③簡易揚水試験                   １式 

  ④揚水管洗浄・塗装（鉛丹さび止め）         13 本 

  ⑤揚水管更新                    10 本 

  ⑥廃棄物処理                    １式 

  ※消耗品の取替程度の軽微な修理を含むものとする。 

  ※④・⑤の作業は、揚水管の状況により作業内容の打合せを行うこと。 

 

４．異常等の報告 

  この業務を遂行中に設備機器の異常を発見したとき又はこの仕様書に記載する軽微な

修理の範囲を超える修理が必要であると判断したときは、直ちに発注者の担当職員へ報

告し、指示を受けるものとする。 

 

５．安全確保等 

業務実施にあたって、関係法令を厳守し、火災、危害等の防止に注意するとともに、

危険を伴う業務の実施にあたっては、十分安全を確保しなければならない。 

 

６．打ち合わせ等 

この業務の実施に先立ち、次の事項を記載した実施計画書を提出し、発注者の担当職

員と打ち合わせを行わなければならない。 

（１）業務実施方法 

（２）業務実施体制 

（３）業務実施工程表（全体及び週間） 

（４）業務種別毎の詳細工程表 

（５）業務員名簿 

委託契約書第７条および第８条で定める業務代理人および作業員の名簿、ならびに

資格を要する業務については、その資格の充足を証明する書類 

（６）仮設、養生等の計画 

（７）使用機材等一覧表 

（８）その他必要事項 

 

７．業務履行届（兼成果報告書） 

業務を完了したときは、次の書類を提出しなければならない。 



（１）業務履行届 

（２）業務実施報告書 

（３）業務実施状況写真 

（４）その他発注者が必要と認め提出を求めた書類 

 

８．立合確認等 

受注者は、委託契約書第 14 条に定める検査及び発注者が指定する業務の終了時には、

発注者の担当職員の立合を求め、確認を受ける。ただし、発注者が承諾した場合には、

立合によらず写真、記録等により確認を受ける。 

 

９．機材等の負担区分 

この業務に必要な計器、工具、機材等は原則として受注者が負担するものとする。た

だし、電力、用水は無償で供与する。 

 

10．業務の実施 

この業務は原則として平日の日中に行うものとするが、発注者が指定する業務につい

ては、平日の夜間又は土・日曜日、祝・祭日の日中に行う場合もあるものとする。 

 

11．他関連委託業務との連携 

（１）関連業務間の調整 

業務により別契約業務と関連する場合は、業務代理人の間で調整をはかる。 

（２）連絡体制等 

業務実施に先立ち、別契約業務との関連が予想される場合は、連絡体制・対応方法 

等を発注者の担当職員と協議し定めておく。 

 

12．必要事項の充足 

本仕様書は業務の大綱を示すものであり、本仕様書に記載されていない事項であって

も、常識的に必要と認められるものについては、受注者においてこれを充足するものとす

る。 


